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平成２６年陸別町議会１２月定例会会議録（第１号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場
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会議録署名議員 村 松 正 敏 河 瀬 洋 美

職務のため議場に 事務局長 書 記
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 金 澤 紘 一 教 育 委 員 長 石 橋 勉

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 ( 芳 賀 均 )

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育委員長の委任を 教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 議案第８１号 十勝圏複合事務組合規約の変更について

４ 議案第８２号 とかち広域消防事務組合の設立について

池北三町行政事務組合の共同処理する事務の変更及び池北三
５ 議案第８３号

町行政事務組合の規約の変更について

６ 議案第８４号 陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について

７ 議案第８５号 陸別町国民健康保険条例の一部を改正する条例

８ 議案第８６号 平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第１１号）

平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
９ 議案第８７号

（第３号）

平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
10 議 案 第８８号

補正予算（第４号）

平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３
11 議 案 第８９号

号）

平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第
12 議 案 第９０号

２号）

平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
13 議 案 第９１号

号）

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開会 午後 １時００分

○事務局長（吉田 功君） 御起立願います。

町民憲章を斉唱いたします。

一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。

一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を育

てましょう。

一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。

一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。

一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。

次に、去る１２月１３日に御逝去されました故七戸一登議員の生前の御活躍に敬意を表

するとともに、御冥福をお祈りし黙祷を捧げたいと思います。

黙祷を始めます。

（黙 祷）

○事務局長（吉田 功君） 黙祷を終わります。御着席ください。

会議に入る前に、諸報告の内容に一部誤りがあったということですので、担当より説明

を求めたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 野下教育長。

○教育長（野下純一君） 大変申しわけありません。教育委員会関係の行政報告の配付し

てあります書面の訂正をお願いいたします。

まず、欄外で上部に書いてある「教育局関係報告」を「教育委員会関係報告」というこ

とで御訂正をひとつお願いいたします。あと中段、１０月２５日から１１月３日までの

「第５２回陸別町文化祭」とあるものを「第５３回陸別町文化祭」との訂正をよろしくお

願いいたします。

以上であります。大変申しわけありませんでした。

────────────────────────────────────

◎開会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） ただいまから、平成２６年陸別町議会１２月定例会を開会しま

す。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願い

ます。
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────────────────────────────────────

◎教育関係行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 教育委員長から教育関係行政報告の申し出があります。

石橋教育委員長。

○教育委員長（石橋 勉君）〔登壇〕 ９月定例会以降、本日までの主な教育関係の行政

報告を申し上げます。口頭で２点について御報告いたします。

まず１点目でありますが、１１月１１日、陸別小学校の理科の授業中に起きた事故につ

いて、報告とおわびを申し上げます。

１１月１１日、６年生男子１名が理科の実験中に目を負傷する事故が起こりました。概

要は、水溶液の性質を調べる実験において、試験管にストローで息を吹き入れて水溶液の

変化を調べる授業ですが、児童が試験管に息をストローで吹き入れたところ、液が試験管

から噴き出し児童の左目に入ったというものであります。その日に北見日赤病院へ入院

し、１４日に旭川医大に移り治療を受けておりましたが、１２月７日に退院をし９日から

登校をしております。今後、全快に向けて治療を続けていくことになります。

この事故は、理科の実験中の事故であり、児童個人の過失はなく、全て学校側の過失が

原因の事故であります。学校長に対し、原因の検証をしっかり行い、今後二度と同じよう

なことが起きないように強く指導をしたところであります。さらに、教育委員会において

も危機管理マニュアルの再確認と徹底を図ってまいります。

けがをされた児童の一日も早い回復を願うとともに、御家族には誠意を持って対応をし

てまいります。この事故の発生は、当事者、御家族はもちろんのこと、町議会の皆様方を

初め、町民の方々に御心配、御迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。大変申

しわけありませんでした。

次に、全道大会出場についての報告であります。

一つは、陸別リコーダーアンサンブルクラブの全道大会についてであります。

１１月２３日、北見市で開催されました第３６回リコーダーアンサンブル北見地区予選

において、陸別リコーダーアンサンブルクラブ４名が小学校部門で金賞を受賞し、１月９

日に札幌市で開催されます全道大会の出場を決めております。また、１２月６日に開催さ

れました中学生新人バドミントン競技選手権大会十勝地区予選におきまして、陸別中学校

男子２名が男子ダブルス３位に入賞し、１月１２日、旭川で開催されます第３３回北海道

中学生新人バドミントン競技選手権大会に十勝代表として出場します。本定例会におきま

して、それぞれの出場経費に係る関係予算を計上しておりますので、よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。

以上で、教育関係の主な報告を終わります。

○議長（宮川 寛君） これで、行政報告を終わります。

ただいまの報告にかかわる一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。
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────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、６番村松議員、７番河瀬議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定の件

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 会期の決定の件を議題にします。

本件については、１２月１２日及び本日議会運営委員会を開催し、本定例会の運営につ

いて協議しておりますので、委員長より報告を求めます。

村松委員長。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 平成２６年陸別町議会１２月定例会の運営について、１

２月１２日及び本日開催しました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、その

結果について報告いたします。

今定例会において、町長から配付のありました議案は、一部事務組合にかかわる規約の

変更等３件、過疎計画の一部変更、条例の一部改正がそれぞれ１件、平成２６年度各会計

補正予算が６件の合わせて１１件であります。議会関係では、一般質問が１名、意見書案

２件、委員会の閉会中の継続調査を予定しております。

本定例会の会期についてでありますが、議案等の内容を総合的に勘案し、協議の結果、

会期はお手元に配付いたしました予定表のとおり、本日から１２月１８日までの３日間と

することに決定いたしました。

次に、一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から一括することとし、

議案第８６号から議案第９１号までの平成２６年度各会計補正予算６件を一括して説明を

受けることにしました。質疑、討論、採決は各会計ごとに行いますので御協力をお願いい

たします。

なお、七戸議員が逝去され、葬儀への参列等を鑑み、本日の会議の開会時間を変更させ

ていただいたことについて、御理解と御了承をお願いいたします。

以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては特段の御協力をお願い申し上

げ報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から１２月１８
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日までの３日間としたいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から１２月１８日までの３日間とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第８１号十勝圏複合事務組合規約の変更について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 議案第８１号十勝圏複合事務組合規約の変更について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第８１号十勝圏複合事務組合規約の変更についてで

ございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、十勝圏複

合事務組合から規約の一部変更について協議がありましたので、議決をお願いするもので

あります。

内容につきましては、総務課長のほうから説明をいたしますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） それでは、議案第８１号につきまして、私のほうから説明を

させていただきます。

議案第８１号十勝圏複合事務組合規約の変更についてを説明いたします。

地方自治法第２８６条第１項の規定によりまして、十勝圏複合事務組合規約を次のとお

り変更する。

平成２６年１２月１６日提出。

本件につきましては、本年６月２０日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律が公布されまして、平成２７年４月１日から施行することとなりました

ことから、十勝圏複合事務組合におきましても該当する教育委員会の組織について同様の

改正を行おうとするものでございます。

資料のナンバー１をごらんください。

こちら新旧対照表となっておりますが、大変恐縮ですが、初めに字句の訂正をお願いい

たします。改正前、改正後、両方の欄の３行目になりますが、中盤に「貴養育委員会を置

く」という漢字となっておりますが、こちら教えるほうの「教育委員会」となりますの

で、訂正をお願いいたします。大変申しわけありません。この新旧対照表におきまして、

下線が引かれている部分が今回の改正箇所となっております。

それでは、議案書の１ページをごらんください。

十勝圏複合事務組合規約の一部を改正する規約。
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十勝圏複合事務組合規約の一部を次のように改正する。

第１３条第２項中「５人」を「教育長及び４人」に改める。

附則としまして、１、この規約は、平成２７年４月１日から施行する。

２、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１項

の規定の適用がある場合における教育委員会の組織については、改正後の第１３条第２項

の規定にかかわらず、なお従前の例によるというものです。

なお、附則第２条第１項の規定につきましては、旧教育長に関する経過措置についてを

規定しております。

地方自治法第２８６条第１項では、一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数

を増減し、若しくは共同処理する事務を変更し、または一部事務組合の規約を変更しよう

とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入する者にあっ

ては総務大臣、その他の者にあっては都道府県知事の許可を受けなければならないと規定

されていることから、今回、議会の議決を求めるものでございます。

以上で、議案第８１号の説明とさせていただき、以降、御質問によりお答えをしてまい

りますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８１号十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８１号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第８２号とかち広域消防事務組合の設立について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第４ 議案第８２号とかち広域消防事務組合の設立について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第８２号とかち広域消防事務組合の設立についてで
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ございますが、消防団に関する事務を除く消防に関する事務を共同で処理するため、一部

事務組合の設立について、地方自治法第２９０条の規定によりまして議会の議決をお願い

するものでございます。

内容につきましては、総務課長のほうから説明をいたしますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） それでは、議案第８２号とかち広域消防事務組合の設立につ

いてを説明いたします。

議案第８２号とかち広域消防事務組合の設立について。

地方自治法第２８４条第２項の規定により、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追

町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊

頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町は、消防に関する事務（消防団に関する事務を

除く。）を共同処理するため、次のとおり規約を定め、とかち広域消防事務組合を設立す

る。

平成２６年１２月１６日提出。

地方自治法第２８４条第２項では、普通地方公共団体は、その事務の一部を共同処理す

るため、その協議により規約を定め、都道府県の加入する者にあっては総務大臣、その他

の者にあっては都道府県知事の許可を得て一部事務組合を設けることができるという規定

になっているものでございます。

それでは、議案説明書の資料、資料ナンバー２の１をごらんください。

資料ナンバー２の１の下のほうになります。

３に、とかち広域消防事務組合設立までのスケジュールが記載されておりますが、今回

は、２段目の各市町村での規約の議決を予定しております。今後、各市町村の議決を得ら

れた後、平成２７年２月に北海道知事への設立許可申請、５月に設立を予定しているとい

うものでございます。消防広域化運用開始に向けたスケジュールも資料のナンバー２の３

に添付をしておりますので、後ほど御参照ください。

それでは、続きまして、資料ナンバー２の２をごらんください。

２の２の下の枠になりますが、５番目の規約案の概要ということで１枚に記載されてお

ります。こちらをもとに説明をさせていただきます。

それでは、規約では第１章の総則ということになりますが、この組合の名称はとかち広

域消防事務組合とし、組合を組織する地方公共団体は十勝管内１９市町村で組織します。

共同処理する事務につきましては、消防団に関する事務を除く消防に関する事務とし、組

合の事務所は現帯広消防庁舎とします。

続きまして、規約で第２章の組合の議会というところになりますが、議会の組織は定員

を３８人とし、各市町村の定数につきましては半数を均等割、残りの半数を人口割としま

す。これによりまして、陸別町の議員定数は一人となります。組合議員は、市町村の議会
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において議員の中から選挙し、欠員が生じたときは関係市町村が直ちに補充しなければな

りません。組合議員の任期につきましては、市町村議会の議員の任期とします。その市町

村議会の議員でなくなったときは、組合議員の職も失うこととなります。また、この場合

の欠員の組合議員の任期につきましては、前任者の残任期間となります。組合の議会につ

きましては、組合議会の中から議長、副議長各一人を選挙して、その任期は組合議員の任

期とします。また、組合の議会には事務局を置きまして、必要な職員を配置することとな

ります。

次に、規約では第３章となりますが、組合の執行機関となります。

執行機関の組織につきましては、組合長一人、副組合長１９人、会計管理者一人を置き

ます。選任につきましては、組合長は帯広市長、副組合長は１８町村長と帯広市副市長の

うちから組合長が指定する者とし、会計管理者は帯広市の会計管理者とします。その任期

につきましては、関係市町村の長及び帯広副市長の任期となります。また、組合には消防

職員及びその他の職員を配置し、それらは組合長、または消防長が任命いたします。監査

委員につきましては、組合長が組合議会の同意を得て組合議員と識見を有する者から各一

人の２名を置くこととなります。その任期につきましては、組合議員からの選任者は組合

議員の任期、識見を有する者につきましては４年とします。また、組合の監査委員には事

務局を置き、必要な職員を配置します。

次に、規約では第４章になりますが、組合の経費の関係でございます。

組合の経費につきましては、関係市町村の負担金、手数料、その他の経費を充てること

となります。その負担の割合につきましては、議会費が均等割で２０％、議員定数人口配

分割で８０％となります。公平委員会費、それから監査委員会費、それからその他の組合

の運営費につきましては、均等割２０％、人口割８０％としまして、それ以外の消防に関

する経費につきましては組合議会の議決を得て定められることとなります。また、負担金

につきましては、組合長が指定する期日までに納入するということで規定をされておりま

す。

それでは、議案書２ページのほうをお開きください。

中段からのとかち広域消防事務組合規約につきましては、概要として、ただいま説明し

たとおりの内容となっております。したがいまして、条文について朗読を省略させていた

だきます。

続きまして、議案書の４ページをお開きください。

議案書４ページの中段になりますが、附則としまして、施行期日、１、この規約は北海

道知事の許可のあった日から施行する。

経過措置。

２、平成２８年３月３１日までの間は、第３条に規定する事務の準備行為を行うものと

する。

事務の承継としまして、３、組合は平成２８年３月３１日限りで解散する北十勝消防事
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務組合、西十勝消防事務組合、南十勝消防事務組合及び東十勝消防事務組合の消防に関す

る事務（消防団に関する事務を除く。）並びに池北三町行政事務組合の共同処理事務から

除かれる消防に関する事務（消防団に関する事務を除く。）を承継するというものでござ

います。

最後に、提案の理由にあります地方自治法第２９０条についてでありますが、第２８４

条で規定している協議により、規約を定める際にこの協議について関係地方公共団体の議

会の議決を得なければならないという規定であります。これによりまして、本件について

議会の議決を求めようとするものでございます。

以上で、議案第８２号の説明とさせていただきます。

以降、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８２号とかち広域消防事務組合の設立についてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８２号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 議案第８３号池北三町行政事務組合の共同処理する事務の

変更及び池北三町行政事務組合の規約の変更について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第５ 議案第８３号池北三町行政事務組合の共同処理する事

務の変更及び池北三町行政事務組合の規約の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第８３号池北三町行政事務組合の共同処理する事務

の変更及び池北三町行政事務組合の規約の変更についてございますが、消防に関する事務

の共同処理を行うとかち広域消防事務組合を新たに設立することに伴いまして、池北三町

行政事務組合から組合規約の一部変更について協議がありましたので、議会の議決を求め
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るものでございます。

内容につきましては、総務課長のほうから説明をいたしますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） それでは、議案第８３号池北三町行政事務組合の共同処理す

る事務の変更及び池北三町行政事務組合の規約の変更についてを説明いたします。

地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２８年４月１日から池北三町行政事務

組合の共同処理する事務のうち、消防に関する事務をとかち広域消防事務組合に変更し、

池北三町行政事務組合規約を次のとおり変更する。

平成２６年１２月１６日提出。

資料ナンバーの３の１から３の３までの新旧対照表を御参照ください。

本件につきましては、さきに御審議いただきました、とかち広域消防事務組合の設立に

伴いまして、池北三町行政事務組合規約から消防に関する内容を除くというもので、この

新旧対照表におきまして下線が引かれている部分が今回の改正箇所となっております。

まず、資料のナンバー３の１にあります第３条では、１号の消防に関する事務を削除し

まして、３号を１号とすることとなります。第１０条第１項では、中間にあります「及び

消防組織法に基づく消防職員」を削りまして、第２項はただし書きを削ります。第１１条

の消防団に関する規定も削ることとなります。これによりまして、現行の第１２条以降を

順次繰り上げるものでございます。

資料ナンバー３の２をごらんください。

こちらでは、第１３条関係の別表のところになります。この別表のうち、右側の現行の

ほうにあります消防費の部分と世帯割と財政割の欄を削ることとなります。消防費の部分

は横、世帯割、財政割につきましては縦の項となります。

それから、次に、資料ナンバー３の３をごらんください。

一番下になりますが、注意書きの第２項と第３項を削りまして、第４項以降を順次繰り

上げるという改正となっております。

それでは議案書のほうをごらんください。

議案第８３号池北三町行政事務組合規約の一部を変更する規約の条文につきましては、

ただいま説明したとおりとなります。

下のほうになりますが、附則としまして、施行期日、１、この規約は平成２８年４月１

日から施行する。

事務の承継。

２、変更前の池北三町行政事務組合規約第３条第１号に規定する消防に関する事務（消

防団に関する事務を除く）は、とかち広域消防事務組合が承継する。

３、前項に規定する消防団に関する事務は、各構成町が承継するというものでございま

す。
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以上で、雑駁ですが、議案第８３号の説明とさせていただきまして、以降、御質問によ

りお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、今の件ちょっと御質問をいたします。

消防に関する事務は十勝圏に移行するということですけれども、消防団に関する事務

は、今まで池北三町行政事務組合であったものを削除して、各構成町が事務を承継すると

あるのですけれども、例えば今まで団員の方が退職する場合に、３町で話し合われたこと

をこれからどういう形をとるのか、また、私たちの地域みたく足寄町の消防と団を合併し

て、合併ということはないのですけれども、地域を守っている立場もあるのですけれど

も、そういう形が今後どうなっていくのか。

それと、後の話なのですけれども、デジタル化に伴い、大誉地地域を陸別町が見るとい

うか、そういう形になると思うのですけれども、そこら辺の兼ね合い、どういう形でこの

構成町が承継するというのか。３町をもって構成町を承継するのか、陸別町は陸別町で承

継するのか、そこら辺をお尋ねいたします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まず、団の退職等の一般的な事務の関係につきましては、そ

れぞれの町村で行うこととなります。この内容につきましては、これからまた整理をして

いきたいと思いますが、基本的には、池北三町行政事務組合以外はそれぞれの町村で消防

団を持っておりますので、そのような内容となるというふうに考えております。

それから、３町のほうで行われている部分につきましては、行政事務組合で消防の事務

を持ちませんので、これにつきましては、出動等の関係につきましてはとかち広域消防事

務組合、それから一般的な事務関係につきましては町村がそれぞれ分けて持つということ

になります。

それから、最後にありました大誉地地区の関係でございますが、これについては出動の

計画で陸別町から大誉地地区のほうに出動したほうが近いということで行われます。これ

につきましても、今、十勝で話し合われている中では、一番最初に出動するのが一番近い

ところからということで、規模によって随時足寄から応援に来られるとか、それについて

は十勝の本部のほうからの指令に基づいて動くこととして計画をされております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 今ので大体確認はしたわけなのですけれども、そうしたら足寄町

第２分団は大誉地なのですけれども、私たち例えば陸別町の町民は４名ほど団員になって

いるのですけれども、それは粛々と足寄町のほうでという考えでよろしいのでしょうね。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。
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○副町長（佐々木敏治君） 団の組織は、各町村まちまちでこれから組織されるというこ

とと法制化もされる、条例なりで全部規定をするということになります。したがって、こ

の規約は、２８年４月１日から施行ですから、２８年３月３１日までは組合３町になって

いますけれども、２８年の４月１日からは、陸別町、足寄町、本別町、各町で条例なり各

消防団に関しての規定を整備するということになります。したがって、基本的に今の段階

では団の組織を町を超えて、例えば大誉地の分団に陸別町の方が入っていて、それが陸別

町になるかだとか、そこら辺はこれからの話になる可能性があります。それが一つです。

それともう一つ、各町での条例化なり規定の整備については、平成２７年１２月ぐらい

までに３町で足並みを揃えて各条例なり規定なり、それらの組合での条例規定の見直しで

すとか、各町でどういったものを条例化するだとか、規定化するだとか、それらについて

は２７年１２月ごろまでに整備を考えていきたいということで、今、事務レベルでは話し

ているところです。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） ということは、これから考えていくということですね。池北三町

行政事務組合、３町がありましたから、当然、私は地域は陸別町で足寄町の消防団に属し

ているわけなのですけれども、それを今後話し合っていくということでの確認でよろしい

のですね。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 今のところ、そこまでは詰めておりませんので、これからの

話し合いになるということで御理解いただきたいと思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８３号池北三町行政事務組合の共同処理する事務の変更及び池北三町

行政事務組合の規約の変更について採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８３号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────
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◎日程第６ 議案第８４号陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一部変

更について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第６ 議案第８４号陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一

部変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第８４号陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一部

変更についてでございますが、過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づきまして、陸別

町過疎地域自立促進市町村計画の一部を変更するため、議会の議決を求めるものでござい

ます。

内容につきましては、総務課長のほうから説明をいたします。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 議案第８４号陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

についてを説明いたします。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、平成２２年９月７日議決の

陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のとおり変更する。

平成２６年１２月１６日提出。

この法律第６条第１項は、過疎地域の市町村は自立促進方針に基づき当該市町村の議会

の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画を定めることができるとなっております。計画

の変更につきましても準用されることから、今回の一部変更につきまして、議会の議決を

求めるものでございます。

議案説明書の資料ナンバー４をごらんください。

今回変更するところは、区分の２、産業の振興、事業名（７）の商業の欄に現在商工会

で整備中の商業活性化施設整備事業、補助金になっておりますが、これについて共同利用

施設として新たに設けようとするものでございます。

今回の計画の変更につきましては、北海道に対しまして本年８月２２日に協議を行いま

して、９月４日付で異議なしの回答を受けております。さらに、陸別町まちづくり推進会

議におきましても１０月７日に諮問して、１０月１７日に適当と認めるという答申を受け

たところでございます。この計画により、借り入れできる過疎債につきましては、償還額

の７割が交付税により算定される大変有利なものとなっております。

以上で、雑駁ではありますが、議案第８４号の説明とさせていただき、以降、御質問に

よってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８４号陸別町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてを採決

します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８４号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第８５号陸別町国民健康保険条例の一部を改正する条

例

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第７ 議案第８５号陸別町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第８５号陸別町国民健康保険条例の一部を改正する

条例についてでございますが、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されまし

たことに伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。

内容につきましては、町民課長のほうから説明をいたします。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） それでは、私のほうから議案第８５号陸別町国民健康保険条

例の一部を改正する条例を説明いたします。

陸別町国民健康保険条例（昭和３４年陸別町条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。

第８条第１項中「３９０,０００円」を「４０４,０００円」に改めるであります。

ここで、説明資料ナンバー５の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。

まず、右側、旧の欄をごらんいただきたいと思います。

この金額は、出産育児一時金の額でありまして、現在はこの太字下線で示しております

３９０,０００円と、さらにこの条例では、その下のほうで上限額を定めておりますが、

加算額３万円を加えた４２万円を上限として出産時に支給しております。この条例改正で
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は、太字下線で示しました３９０,０００円を、左側、新の欄で同様に太字下線で示して

おりますとおり４０４,０００円とするもので、１万４,０００円のアップとなります。

ここで、この改正に至りました経緯について説明を申し上げます。

ただいま申しました加算額につきまして説明いたします。この加算額というのは、平成

２１年から創設されました産科医療補償制度に伴うもので、現在は条例で定めた上限の３

万円を加算して支給しております。これは、不幸にも出産事故が発生した場合におきまし

て、医療機関が補償金の支払いに備えるための保険掛金相当分であります。ただし、加算

金の支給に関しましては、産科医療補償制度が任意加入ということから、加入している病

院等で出産した場合に限り支給をするということになります。この金額は、この条例の施

行規則で規定しております。

今回、この加算額の根拠となる産科医療補償掛金が開始から５年を経過したことにより

まして制度の見直しが図られ、３万円から１万６,０００円に引き下げられることとなり

施行規則を改正することとなりますが、国の社会保障審議会医療保険部会におきまして、

国全体の出産費用の実態を鑑みまして、出産育児一時金の加算額を加えた総額４２万円を

維持することが決定されました。このことから、加算額において引き下げとなる１万４,

０００円分につきまして、条例で定めております基本額を同額引き上げることで出産育児

一時金の総額を変えないという内容となっております。

なお、この条例案を議決いただきましたら、直ちに施行規則を改正する予定でありま

す。

続きまして、再び議案集１１ページをごらんください。

附則を読み上げます。

施行期日。

１、この条例は、平成２７年１月１日から施行する。

経過措置としまして、２、この条例の施行日前に出産した被保険者に係る陸別町国民健

康保険条例第８条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

以上で、説明を終わらせていただきますが、以後、御質問によってお答えをしてまいり

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８５号陸別町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決します。

お諮りします。
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８５号は、原案のとおり可決されました。

○議長（宮川 寛君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５０分

再開 午後 ２時０９分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

先ほど、休憩中にあすからの議会運営について議会運営委員会を開催しておりますの

で、その結果について、委員長より報告を求めます。

村松委員長。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 ただいま議会運営委員会で、あすの天候の状況について

協議しました。あすの天気は非常に悪いということで、気象庁においても不要不急な外出

を控えるようにというようなことを言っておりました。それについて議運でお諮りしまし

て、あすの朝９時までに、本日から悪くなる天候の状況を判断しながら、あす休会にする

か開会するかについて決定していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（宮川 寛君） ただいま議会運営委員長の報告のとおり決定してよろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

そのように決定いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第 ８ 議案第８６号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第

１１号）

◎日程第 ９ 議案第８７号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計補正予算（第３号）

◎日程第１０ 議案第８８号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計補正予算（第４号）

◎日程第１１ 議案第８９号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）

◎日程第１２ 議案第９０号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別

会計補正予算（第２号）

◎日程第１３ 議案第９１号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第８ 議案第８６号平成２６年度陸別町一般会計補正予算
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（第１１号）から日程第１３ 議案第９１号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）まで、６件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第８６号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第

１１号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ６,７１９万１,

０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４６億８,８８２万６,００

０円とするものでございます。

続きまして、議案第８７号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５７４万円を

追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億３,５９１万８,０００円とするも

のでございます。

続きまして、議案第８８号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算（第４号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１０

０万１,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億２,４９７万

３,０００円とするものでございます。

続きまして、議案第８９号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６万５,０００円

を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億８４２万２,０００円とするも

のでございます。

続きまして、議案第９０号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第

２号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,８２３万６,０

００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８,０１９万３,０００円

とするものでございます。

続きまして、議案第９１号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３８万

６,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,０１８万円

とするものでございます。

以上、議案第８６号から議案第９１号まで、６件を一括提案を申し上げます。

内容につきましては、副町長のほうから説明をいたします。御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第８６号平成２６年度陸別町一般会計補正予

算（第１１号）から議案第９１号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）まで一括説明をさせていただきます。

議案第８６号平成２６年度陸別町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるとこ
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ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費の補正。

第２条、繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。

地方債の補正。

第３条、地方債の追加、変更は、「第３表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、１２ページをお開きください。

２、歳出であります。

前段に統一的な補正がありますので、説明をさせていただきます。各科目ごとに１１節

光熱水費において、１１月１日から電気料の値上げの改正がありました。それらにかかる

分の追加補正がございます。それが各科目共通する事項でございます。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費９節旅費２３万９,０００円。これは高速道

路関係の中央陳情、それから札幌要望等の回数が多くございまして、今後も選挙が終わり

まして、年明けからまた新年度予算ということもありますので、そういう高速道路の関係

の要望が見込まれるということで、特別職を主にした補正２３万９,０００円です。それ

から１０節交際費５０万円の補正であります。

２目の文書広報費１２節役務費、通信運搬費１万円ですが、これは防災無線、電波利用

料の改正に伴っての不足分となります。

それから５目の財産管理費１１節需用費２７万８,０００円。光熱水費７万８,０００円

は、各福祉館等の電気料の改正に伴う追加補正であります。修繕料２０万円は、総務課が

管理する公用車の修繕料の補正となります。

それから２５節積立金７０万８,０００円の減額であります。まず、ふるさと整備基金

に１１万６,０００円、これは寄附２件の積み立てであります。それから、いきいき産業

支援基金積立金１３２万４,０００円の減額、これは定期償還分の減額となります。それ

から給食センター管理運営基金積立金５０万円、これは寄附１件であります。

６目の町有林野管理費１２節役務費１,４０２万４,０００円の減額でありまして、説明

資料ナンバー６で補正予算に関係する部分で資料を添付しておりますけれども、実は昨年

の１０月１６日の雪害に伴いまして、被害木整理で民間事業者の方がその整理で手が回ら

ないという状況で、従業員不足ということが出てきまして、森林組合と協議する中で今年

度事業量の縮小を図ったことに伴いまして、事業費の補正となります。それが１,４０２

万４,０００円の減額となります。

それから７目企画費１９節負担金補助及び交付金５２８万９,０００円の補正でありま

す。内容は、地域生活交通確保対策事業の補助金でありまして、資料７をお開きくださ

い。
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説明資料７は、地域生活交通確保対策事業でありまして、２５年度までは帯広陸別線に

ついて赤字に伴う補助金を出したわけですけれども、今年度から北見バス、北見陸別線に

おいても赤字が出てきました。まず、帯広陸別線については１の負担額算出がありまし

て、市町村の負担金４,３３３万円、その下の各市町負担金で陸別町は４０７万３,０００

円の補助金となります。それから北見陸別線については、今年度初めて赤字が発生しまし

て５９８万２,０００円の市町村の負担が発生しました。各市町負担額については、北見

陸別線については１２１万６,０００円の陸別町の負担ということで、帯広陸別線、それ

から北見陸別線の合わせた一番下に書いた金額がありますが、５２８万９,０００円が赤

字負担として陸別町が負担する金額となります。なお、二重丸の２段目にありますが、こ

の８割は特別交付税として措置されます。

それでは、予算書の１３ページにお戻りください。

１１目の交流センター管理費７節の賃金、臨時管理人賃金２万円、これは最低賃金の改

正に伴う不足分の追加になります。

それから１２目の銀河の森管理費１１節需用費１３６万３,０００円。まず、光熱水費

ですけれども、電気料の改正に伴う補正分が、天文台で７６万７,０００円、コテージ村

で１０万５,０００円の内容です。それから修繕料４９万１,０００円は、天文台の大型望

遠鏡の修繕料でございます。

それから１３目地域活性化推進費４節の共済費８６万１,０００円の減額。これは社会

保険料でございまして、地域おこし協力隊員２名、酪農支援員２名分であります。１名は

１１月１７日に採用しましたので、もう１名についてはこれからも募集をかけていきます

ので、その分残しまして、まず１名については４月から１１月分までの社会保険料、それ

から賃金の減額。それから１１月１７日付で採用した者にかかる減額、４月から１０月ま

での社会保険料と賃金の減額となります。社会保険料が８６万１,０００円の減額、賃金

で３４０万６,０００円の減額となります。

次のページになります。

２項徴税費２目賦課徴収費１３節委託料９万１,０００円。これは、税の電算業務であ

りまして、ｅＬＴＡＸ国税連携に係る受信サーバーの更新に伴う委託料の追加となりま

す。

２款総務費４項選挙費５目の知事道議会議員選挙費であります。もう法律は通っており

まして、来年４月の統一地方選挙がございますが、知事道議選挙につきましては４月１２

日に投開票が行われます。まず、知事の告示日が３月２６日ということでございます。そ

れから道議が４月３日ですから、まず知事、道議の前段の準備と知事の３月２６日からの

告示に伴う経費関係、執行経費。それらの１節報酬から、次のページの１４節使用料及び

賃借料まで合わせて１９３万９,０００円の補正となります。

次のページになります。

５項統計調査費１目の指定統計調査費１節報酬１２万９,０００円であります。これ
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は、統計調査員の報酬でありまして、農林業センサス、経済センサス、商業統計調査など

の報酬の追加でございます。

それから１６ページになります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１１節需用費６５万５,０００円。光熱

水費でありますが、まず防犯灯３５０灯分の電気料の改正なり不足に伴う追加分が６１万

９,０００円。それから福祉住宅の電気料３万６,０００円、合わせて６５万５,０００円

となります。

１９節負担金補助及び交付金、社会福祉協議会の補助金２４０万３,０００円の減額で

ありますが、これは社会福祉協議会の職員が１名退職しまして、そして今年度に採用して

おりますが、退職と採用に伴う人件費の差額２４０万３,０００円の減額となります。

それから２０節扶助費５２０万円、冬期生活支援事業ですが、この冬期の「期」を季節

の「季」に訂正をお願いしたいと思います。期間の「期」ではなくて、季節の「季」に直

していただいて、資料８をお開きいただきたいと思います。

資料８は、２６年度の陸別町冬季生活支援事業実施要綱でありまして、まず、これは案

でありますが、第１条は目的でありまして、灯油の高騰及び電気料金の値上げに伴い生活

が困窮している世帯に対して冬期間の経済的負担を軽減するとともに生活の安定を図って

福祉の増進に寄与すると。助成の対象世帯については、１２月ということで、これはこの

予算の議決をいただいた日ということになりますが、町内に居住していて全ての世帯員の

２６年度分の町民税が非課税の世帯であること。ただし、一つの家屋に複数の世帯が同居

し、かつ主暖房を共同利用している場合は一つの世帯とみなして、生活保護法による被保

護世帯及び施設入所者は除くものとする。

第３条助成金ですが、１世帯当たり１万３,０００円。これは昨年の灯油と同様であり

ますけれども、灯油が当初よりは下がってきておりますので、灯油としては１世帯当たり

１万円を算出根拠にしております。それから電気代の値上げなりの分を３,０００円とい

うことで１万３,０００円にして、商工会の商品券を発行するということで今年度考えて

いるところであります。それで、４００世帯分５２０万円となります。

それでは、予算書１６ページにお戻りください。

２８節繰出金４０７万２,０００円でありますが、国民健康保険事業勘定特別会計操出

金１７９万６,０００円、それから介護保険事業勘定特別会計への操出金２２７万６,００

０円、合わせて４０７万２,０００円であります。

２目の老人福祉費１１節需用費２９万８,０００円。これは光熱費でありまして、電気

料金の追加となります。まず、ふれあいの郷で４万１,０００円ほど、それから福寿荘で

６万３,０００円、高齢者交流センターで１９万４,０００円の内訳となります。

それから１３節委託料１５万７,０００円、これは緊急通報システム修繕でありまし

て、消防署に設置してある緊急通報システムの通報者の登録内容と通報の内容が、機械

が、処理装置が故障していると、そういったことでその修繕料となります。
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１９節負担金補助及び交付金１７５万４,０００円の減額。これは後期高齢者医療広域

連合への平成２６年度の確定見込みに伴う減額１７５万４,０００円であります。

それから、３目の後期高齢者医療費２８節操出金４３万３,０００円の減額。これは、

後期高齢者医療特別会計操出金の減額であります。

次のページ、１７ページになります。

２項児童福祉費２目児童福祉施設費４節共済費、社会保険料５０万６,０００円の減

額。これは、当初、長期臨時職員ということで予算を計上しておりますけれども、今年度

はパートで雇用してきておりましたので、労災保険料を除く５０万６,０００円の減額。

それから７節賃金６万６,０００円。これは臨時保育士賃金でありまして、未満児の増

に伴う追加補正であります。ちなみに当初、未満児は１４人見ておりましたけれども、１

２月１日現在１６名と２名の増であります。それから３歳児も当初、１７名見ておりまし

たけれども１８名、１名増。４歳児１３名は変更ございませんが、５歳児で２２名が２３

名で１名の増。当初では、トータル６６名でしたけれども、１２月１日現在では７０名と

いうことで４名増となっております。

それから１１節需用費２０万５,０００円、これは保育所の光熱水費でありまして、ま

ず電気料が１５万３,０００円、それから未満児あるいは園児の増に伴いまして水道料下

水道料が不足するということで、水道料３万２,０００円、下水道料２万円の補正となり

ます。

それから１８節備品購入費５万４,０００円。これは保育所の加湿器２台が故障してい

て、その更新ということで２台の更新５万４,０００円であります。

それから、３目の児童福祉費２０節扶助費１８９万円。これは児童手当の関係でありま

すけれども、資料のナンバー９に各区分ごとの補正の内容を記載しております。説明欄に

各区分ごとに記載をしている金額と、資料の説明と金額は合わせてありますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。各区分ごとの支給対象人数の増減に伴う補正というこ

とで御理解をいただきたいと思います。

それから、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費１９節負担金補助及び交付

金、帯広厚生病院救命救急事業１７２万５,０００円の補正でありまして、これについて

は資料ナンバー１０をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。こ

の厚生病院救命救急事業の負担金につきましては、全額特別交付税で措置されます。

それから、２目の保健衛生施設費１１節需用費４８万９,０００円。これは光熱水費で

ありまして、保健センターのまず電気料が４１万８,０００円、それから水道料２万４,０

００円、下水道料が１万４,０００円。それから公衆浴場の水道料が２万３,０００円、下

水道料１万円の合わせて４８万９,０００円の補正となります。

それから１２節役務費２万６,０００円、通信運搬費。これは保健センターの電話代の

補正であります。

それから２項の清掃費２目の塵芥処理費１３節委託料３３万円の減額、塵芥収集業務委
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託、これは入札執行残となります。それから１９節負担金補助及び交付金の６６４万円、

これは池北三町行政事務組合の負担金の２６年度確定見込みによる減額となります。

次のページ、３項水道費１目の専用水道費１１節需用費４万９,０００円。光熱水費で

ありまして、これは小利別専用水道ですが、浄水場それから配水池の電気料の不足分の補

正です。

それから、５款労働費１項労働諸費１目の労働諸費１３節委託料７０７万１,０００

円。これは実施設計費でありまして、共栄第１の旧早坂商店跡地に産業振興用の単身者住

宅を８戸、アパート形式で単身者８人の食事つきの建物を予定をしておりまして、その実

施設計費となります。

それから、６款農林水産業費１項農業費１目の農業委員会費１節の報酬、委員報酬７万

５,０００円。これは農業委員の改選に伴う精査による減となります。

４節共済費６万６,０００円。これは社会保険料ですが、臨時職員の賃金改正に伴う追

加となります。

それから７節賃金３万円は、最低賃金の改正に伴う臨時事務職員の賃金の補正となりま

す。

それから１１節需用費１万４,０００円、食料費。これは農業委員の改選に伴いまし

て、会議等の増加に伴いまして、不足の見込みということで補正をさせていただきまし

た。

１３節委託料１２６万４,０００円。これは農地情報公開システム整備事業でありまし

て、これは同額が歳入でございます。実は、２５年１２月１３日に公布された農地法の一

部を改正する法律でありますけれども、これは２６年４月１日から施行しておりますが、

実は１年間猶予がございまして、農業委員会は農地台帳、地図などをインターネットで公

表することが義務づけられました。その猶予期間が来年３月３１日まででありまして、来

年４月１日からはこれが適用されるということで、今回このシステムに係る予算の補正で

あります。

それから１４節使用料及び賃借料２万１,０００円。これは有料道路通行料ですが、実

は現在、札幌在住の２名の方が今年度農地売買に応じていただいているということで、こ

れから詰めの作業がございまして、その２回分ほど２万１,０００円を補正させていただ

いております。

３目農業振興費１９節負担金補助及び交付金８０万円、補助金でして新農業人育成事業

６０万円。これは営農実習奨励金、１２月から３月までの４カ月分、１名分です。１５万

円掛ける４カ月、６０万円。交付金ですが、新農業人育成事業で営農指導、これは上の育

成事業に絡んで１２月から３月までの４カ月間、５万円の４カ月分、２０万円でありま

す。

それから、４目の畜産業費１９節負担金補助及び交付金４００万円、補助金、家畜防疫

事業４００万円ですが、これは資料ナンバー１１をお開きください。
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資料ナンバー１１は、陸別町家畜伝染病対策互助制度の概要ということで、家畜伝染病

の発生に備え、伝染病対策に係る経費、損失の一部を互助補償する仕組みを構築するとい

うことで、目標基金額として１,２００万円で、ＪＡ、それから生産者、陸別町、それぞ

れ３分の１ずつ４００万円を拠出して１,２００万円の基金をつくって、右側にあります

けれども原則家畜飼養者全戸加入、対策に要した経費は翌年度各３分の１負担し、目標基

金額を維持するという内容です。万が一、伝染病が発生してしまった場合は、次のような

補償を受けられますということで、対象となる経費ということでここにありますけれど

も、牛ヨーネ病発生時の消毒費用の８０％ですとか、マイコプラズマ性乳房炎の検査費用

の８０％、牛のサルモネラ症及び馬パラチフス症発生時の消毒費用や治療薬の８０％、そ

れから自主淘汰した場合の見舞金として、月齢等の違いに応じますけれども１頭２万円か

ら１５万円、それから牛サルモネラ症及びマイコプラズマ性乳房炎の治療のため廃棄せざ

るを得なかった廃棄乳の一部を補助すると。一年度内における１戸当たりの限度額の総額

は上限を３００万円とするという内容でございます。

それでは、予算書２０ページのほうにお戻りください。

７款商工費１項商工費３目観光費１９節負担金補助及び交付金、補助金４０万円、しば

れフェスティバル開催事業。これは、資料ナンバー１２をお開きください。

資料ナンバー１２は、婚活生活５ＤＡＹＳｉｎしばれフェスティバルということで、日

本一寒い町陸別町で極限の寒さの中で出会う男女が、共同作業などを通してお互いを理解

しながらカップル成立に向けて活動するということで、開催期間２月４日から８日まで、

募集期間が平成２６年１２月１９日から２８日まで、募集人員は女性１２名であります。

宿泊場所については銀河の森コテージで、２月４日から６日まで、バルーンマンションは

２月７日に泊まっていただくと。男性は地元の方ということになります。参加条件として

は、男性、しばれフェスティバルの準備作業を手伝う独身男性、女性はしばれフェスティ

バル当日までの５日間を最後まで参加できる２０歳以上の独身女性、しばれフェスティバ

ルの準備作業を行うための健康状態の良好な方と。費用は、女性には活動費として２万

５,０００円、一日５,０００円の５日間を支給します。参加料は無料ということです。

では、予算書のほうにお戻りください。

８款土木費２項道路橋りょう費５目の街路灯費１１節需用費７５万１,０００円。ま

ず、光熱水費５６万９,０００円は、街路灯１９９灯に係る電気料の補正であります。修

繕料１８万２,０００円、街路灯の修繕増に伴う不足分の補正となります。

それから、１５節工事請負費３１万５,０００円の減額。街路灯改修で、これは入札執

行残になりますが、ＬＥＤ化の工事、町道２路線、町道駅前本通り、消防前通りの工事に

係る執行残であります。

９款消防費１項消防費１目消防費１９節負担金補助及び交付金、池北三町行政事務組合

負担金５,０２４万３,０００円であります。まず、消防広域化に係る消防救急無線デジタ

ル化整備分が２,０８８万３,０００円、それから高機能指令センター整備分２,７９６万
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１,０００円、合わせて４,８８４万４,０００円。これは追加資料のナンバー１と２にそ

れぞれつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。それから、本部共

通経費の確定見込みに伴う減額１３万７,０００円。常備消防費で、職員の人件費改正

分、それら１６４万７,０００円と電気料の補正分１９万４,０００円。来年１名採用に係

る被服費７７万５,０００円。それから、２５年度の繰越金の確定に伴う２４９万８,００

０円の減額。非常備消防費で、団員２名が退団しておりますので、退職報償金１３１万

２,０００円の補正。それから、消防庁舎２階のトイレのセンサーが故障しておりますの

で、その修繕費２５万４,０００円が主な内容であります。

それから、１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費１節報酬３万１,０００円。

これは委員報酬でして、教育委員の１名改選に伴う追加補正です。１０節交際費２万円、

これは不足が生じますので２万円の補正。

それから３目の教育振興費１３節委託料、児童健康診断これは８,０００円ですが、新

入学児童の健診でありまして、当初２１名でしたけれども２３名ということで２名がふえ

ましたので、その２名分の補正であります。

それから１９節負担金補助及び交付金８万円、学校教育推進協議会交付金ですが、これ

は教育委員長の行政報告にございましたが、１２月６日の芽室町で開催された中学生新人

バドミントン大会十勝地区予選大会で個人戦でベスト４に２名が入ったということで、１

月１２日から旭川市で開かれる全道大会に生徒２名、引率１名分の経費８万円の補正で

す。

それから４目のスクールバス運行管理費１１節需用費４２万円。これはスクールバスの

修繕料の追加補正となります。

それから、２項小学校費１目学校管理費１１節需用費、光熱水費。これは電気料の追加

の補正となります。２１万５,０００円です。

それから、１０款同じく教育費の３項中学校費１目の学校管理費１１節需用費２７万

８,０００円。これも光熱水費、電気料の追加の補正となります。

それから、４項社会教育費１目社会教育総務費１９節負担金補助及び交付金、文化団体

活動推進事業補助金７万３,０００円。これも先ほど教育委員長の行政報告にありました

１１月２３日に北見市で開催された北見地方リコーダーアンサンブルフェスティバルで、

リコーダークラブが四重奏で金賞をとりました。１月９日から札幌で開催されます全道リ

コーダーコンテストに児童４名と引率２名が参加します。その経費７万３,０００円であ

ります。

それから２目公民館費１１節需用費４万３,０００円。これは光熱水費、電気料の補正

となります。

１０款教育費５項保健体育費２目の体育施設費１１節需用費１８万円。光熱水費、これ

は体育施設５施設の電気料の補正となります。

それから、３目学校給食費８節の報償費５万円、謝礼金ですが、これは学校給食セン
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ター、今建設をしておりますが、教育委員会に引き継ぎになった後、講師として置戸町の

佐々木十美さんに来ていただいて調理に対する栄養、衛生に係る意識づくりですとか、調

理などに係る注意だとか指導、そういったものの研修をしたいということで、その講師謝

礼金５万円です。

それから１１節需用費９３６万２,０００円、消耗品費で７６５万１,０００円とありま

すが、まず次のページの１８節備品購入費の補正をまず先に説明させていただきたいと思

います。

１８節備品購入費で、作業用備品７６３万４,０００円の減額。これは１１節消耗品費

に、当初備品で見ていたものが精査すると消耗品に該当するということで、その分７６３

万４,０００円の消耗品費への振りかえとなります。実は、当初で１,１９９万３,０００

円の作業用備品を見ておりましたけれども、精査によりまして消耗品費への振りかえ７６

３万４,０００円を減額した、作業用備品としては４３５万９,０００円の予算となる予定

であります。

それで、前のページに戻っていただきまして、消耗品費７６５万３,０００円の内訳と

しては、先ほど備品費で説明しました１８節から１１節消耗品費への科目振りかえ分が７

６３万４,０００円。それと、１万７,０００円についてはグリーストラップ浄化システム

用消耗品ということで、排水用の油がたまるものを浄化させる薬剤ということで１万７,

０００円、合わせて７６５万１,０００円となります。

それから、次のページの燃料費１６万４,０００円は、給食センター、それから配送車

両の燃料費。光熱水費７９万円については、電気料としては６５万円ほど、それから水道

料１万８,０００円ほど、下水道料２万８,０００円、ガス代として９万４,０００円ほど

計上しております。それから、賄い材料費７５万７,０００円については、１５日間程度

の試作品なり試食用の賄い材料費ということで考えているところであります。

それから１２節役務費１０万７,０００円は通信運搬費、４万７,０００円は電話料にな

ります。それから手数料ですが、排水浄化機材の設置手数料５万円、グリーストラップ浄

化システムの設置手数料、これは初年度だけということです。それから病菌検査というこ

とで検便ですが、調理員８名と事務員２名分の３回分ということです。

それから１４節使用料及び賃借料３万３,０００円、複写機使用料２万５,０００円、賃

借料として排水浄化機材借上料１カ月分８,０００円となります。

給与費明細書、２５ページから２７ページにありますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。

それでは、歳入のほうに移ります。６ページになります。

１、歳入。

１款町税１項町民税１目の個人、現年課税分で６０９万５,０００円の追加補正であり

まして、これは長期譲渡所得の増に伴う補正となります。

それから、２項の固定資産税１目固定資産税、現年課税分ですが６２９万７,０００
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円。これは償却資産の増に伴う補正となります。

それから、９款地方交付税１項地方交付税１目の地方交付税、普通地方交付税で今回４

００万４,０００円の追加補正でありまして、既定額２２億６,８３９万７,０００円の内

訳は、普通交付税が２０億８,８３９万７,０００円、特別交付税を１億８,０００万円計

上しております。今回、普通交付税で４００万４,０００円を補正しまして、補正後の

額、普通交付税については２０億９,２４０万１,０００円、特別交付税は同額でありま

す。したがって、２６年度確定の２１億６,８０８万６,０００円から控除した７,５６８

万５,０００を現在留保しております。

それから、１２款使用料及び手数料１項使用料１目の総務使用料１節の行政財産使用

料、これは宇宙地球科学館使用料でして、これは電気料であります。５５万８,０００

円。これは名古屋大学から入ってくるのが４６万８,０００円、国立環境研究所から１０

万円ほどの見込みがあります。

それから、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目の民生費負担金１節の社会福祉費負担

金１２万４,０００円。これは国民健康保険事業保険基盤安定負担金の補正でありまし

て、国保税軽減措置に係る保険者支援分確定見込みによる追加となります。

それから２節の児童福祉費負担金１４０万７,０００円。これは、児童手当に係る国か

らの負担金の内訳であります。これは資料のナンバー９にもございますので、後ほどごら

んをいただきたいと思います。

１３款国庫支出金２項の国庫補助金２目の民生費補助金１節の社会福祉費補助金４３万

２,０００円。これは年金生活者支援給付金事務取扱費でありまして、これは当初予算で

は歳出でシステム改修費で４３万２,０００円を見ておりましたけれども、今回この経費

に係る内示がございまして同額を歳入として計上しております。

１４款道支出金１項道負担金１目の民生費負担金１節の社会福祉費負担金９６万５,０

００円の補正。国民健康保険事業保険基盤安定負担金１０１万２,０００円。まず、国保

税軽減措置に係る財政支援分、これは４分の３分の追加補正が９５万円。それから、同じ

く軽減措置に係る保険者支援分４分の１分、６万２,０００円の追加となります。合わせ

て１０１万２,０００円。それから、後期高齢者医療保健基盤安定負担金２６年度確定見

込みに伴う４万７,０００円の減額です。

それから２節の児童福祉費負担金２３万９,０００円。これも児童手当に係る道の負担

金の補正となります。これも資料のナンバー９にございますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。

それから、２項の道補助金１目の民生費補助金１節の社会福祉費補助金７５万円、これ

は冬期生活支援事業補助金であります。この冬期の期も期間の「期」から季節の「季」に

訂正をお願いしたいと思います。

３目の農林水産業費補助金１節の農業費補助金。これは農地情報公開システム整備事業

補助金１２６万３,０００円。それから２節の林業費補助金５３８万１,０００円の減額、
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森林環境保全整備事業補助金の事業縮小に伴う減となります。

それから３項委託金１目の総務費委託金４節の統計調査費委託金２０万６,０００円。

これは農林業センサス、経済センサス、商業統計調査などの統計に係る委託金の追加。そ

れから５節の選挙費委託金１８１万１,０００円は、知事道議選挙に係る委託金となりま

す。

それから、１６款寄附金１項寄附金２目の指定寄附金１節の総務費寄附金で１０万５,

０００円。これはふるさと整備資金で寄附１件、それから３節教育費寄附金５１万円、学

校施設整備資金として寄附１件１万円。教育振興資金として寄附１件５０万円。

１９款諸収入３項貸付金元利収入１目の家畜導入貸付金収入１３２万４,０００円の減

額。これは、優良家畜導入の貸付金の償還、定時償還分の減額に伴う減であります。

それから５項雑入３目雑入５節の雑入４２万円。まず、社会保険料等個人負担金６３万

４,０００円の減額、これは地域おこし協力隊員、酪農支援員２名分の減と保育所臨時公

務補の減に伴うそれらの社会保険料等の減額。それから市町村振興協会助成金１００万円

は、観光協会のりくべつ鉄道まつり前夜祭に対する、花火大会の補助金の財源に充てる部

分であります。それから農業者年金基金業務委託料５万４,０００円、これは２６年度の

確定見込みによる追加交付となります。

それから、２０款町債１項町債４目の消防債１節の消防債４,８７０万円。消防救急デ

ジタル無線整備事業２,０８０万円、高機能指令センター整備事業２,７９０万円。この消

防債については緊急防災・減災事業債となります。

それでは５ページをお開きください。

５ページ、第２表繰越明許費補正。追加でありまして、９款消防費１項消防費、事業

名、臨時的経費、金額４,９０２万４,０００円。まず、デジタル無線分で２,０８８万３,

０００円、それから高機能指令センター分２,８１４万１,０００円。資料の１の２がござ

いますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、第３表地方債補正。追加であります。緊急防災・減災事業、消防救急デジタ

ル無線整備事業で２,０８０万円。起債の方法、利率、償還については、ここに記載のと

おりであります。

これは１００％充当で、２０％交付税算入、１０年償還で据え置き２年でありまして、

たしか当初予算では据え置きなしということで説明したかと思いますが、それを訂正させ

ていただきまして据え置きは２年となります。

変更でありますが、起債の目的で、緊急防災・減災事業、消防施設整備事業、高機能指

令センター整備、補正前は４０万円、それから補正後は２,８３０万円で、２,７９０万円

の増となります。したがって、緊急防災・減災事業、補正前の限度額１,４７０万円が限

度額では高機能指令センター分が２,７９０万円ふえましたので、限度額４,２６０万円と

なります。利率については、補正前、補正後もここに記載のとおりであります。

以上で、議案第８６号の説明を終わりまして、次に議案第８７号の説明に移ります。
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議案第８７号平成２６年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは事項別明細書、歳出、６ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１９節負担金補助及び交付金１３万円、負担

金でありまして、北海道自治体情報システム協議会の負担金です。これは、ことし５月の

臨時議会で条例改正の議決をいただきました２割、５割軽減に係るシステム改修費であり

ます。これについては同額歳入もございます。

それから、２款保険給付費１項療養諸費１目の一般被保険者療養給付費１９節負担金補

助及び交付金、療養給付費５００万円、これは医療費増に伴う追加の補正となります。

それから、４項出産育児諸費１目の出産育児一時金１９節負担金補助及び交付金４２万

円ですが、出産育児一時金１件分の増、追加となります。当初３名を見ておりましたけれ

ども、４名ということで１件の増、４２万円であります。

それから次のページ、８款保健事業費２項保健事業費１目保健事業費１３節委託料４万

円、健康診査でありまして、肺炎球菌ワクチン予防接種１０人分の追加、４万円。

それから１９節負担金補助及び交付金４万円、予防接種助成金ですが、これも委託料と

同様、肺炎球菌ワクチンの償還払い１０名分の追加の補正です。

それから、９款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目の償還金２３節償還金利子及び

割引料１１万円、国庫補助金等の返還金ですが、２５年度の特定健診の保健指導負担金の

精算に伴う国へ５万５,０００円、北海道へ５万５,０００円の返還の予算となります。

歳出を終わりまして、次に歳入、４ページに移ります。

１、歳入。

２款国庫支出金１項国庫負担金１目の療養給付費等負担金、現年度分１６０万円、療養

給付費等負担金、これは医療費増に伴う追加の補正。

同じく２項国庫補助金１目の財政調整交付金、普通調整交付金４５万円、医療費増に伴

う分。それから特別調整交付金１３万円は、先ほどの国保税のシステム改修に係る分の補

正、合わせて５８万円であります。

それから、５款道支出金２項道補助金１目の財政調整交付金１節の財政調整交付金４９

万円は、医療費増に伴う普通調整交付金が４５万円、それから特別調整交付金として肺炎

球菌予防接種増に伴う特別調整交付金４万円の追加、合わせて４９万円となります。

８款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金、１節保険基盤安定繰入金１５１万

６,０００円。これは保険料軽減に伴う財政支援分、それから保険者支援分、合わせた１

５１万６,０００円であります。
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それから２節のその他一般会計繰入金２８万円。これは出産育児一時金分で１件分、４

２万円の３分の２、２８万円であります。

それから、９款繰越金１項繰越金１目の繰越金、前年度繰越金１２７万４,０００円の

補正であります。したがって、現在、前年度繰越金の留保額は９８万２,５２８円であり

ます。

以上で議案第８７号を終わりまして、次に議案第８８号に移ります。

議案第８８号平成２６年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項施設管理費１目一般管理費、まず７節賃金６５万円、これは臨時医師賃

金でありまして、臨時医師の宿直回数の増に伴って６５万５,０００円ほど追加をしたい

という内容であります。

それから、１１節需用費２４万円、光熱水費。これは電気料が１４万３,０００円、そ

れから水道料１万９,０００円、下水道料１万１,０００円、ガス代６万７,０００円であ

ります。これらの主な要因は、入院患者の増に伴う補正分もこの中に入ってきます。

それから１２節役務費１万４,０００円、手数料ですが、電子証明書発行・更新手数料

で、介護給付費請求のオンライン化が２７年、来年の１月からスタートしますので、その

更新１万４,０００円であります。

それから１４節使用料及び賃借料９万７,０００円、。これは車両借り上げでありまし

て、臨時医師送迎に係るタクシーの借上料となります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページをお開きください。

１、歳入。

６款繰越金１項繰越金１目繰越金、前年度繰越金、この歳出に係る財源を前年度繰越金

で充当するという内容で、補正額１００万１,０００円であります。現在、４８７万３３

８円の前年度繰越金が留保となっております。

それでは、以上で議案第８８号を終わりまして、次に、議案第８９号の説明に移りま

す。

議案第８９号平成２６年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

２、歳出。

２款施設費１項施設管理費１目施設維持費１１節需用費、光熱水費。これは電気料の追

加でありまして、１６万５,０００円となります。

以上で歳出を終わり、歳入、４ページをお願いします。

１、歳入。

５款繰越金１項繰越金１目繰越金、財源として前年度繰越金１６万５,０００円を充当

するという内容でありまして、１３９万８,１６９円、現在留保となっております。

以上で、議案第８９号を終わりまして、次に議案第９０号の説明に移ります。

議案第９０号平成２６年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、６ページをお開きください。

２、歳出になりますが、今回の補正につきましては、各介護サービス利用者の増に伴う

補正が主な内容であります。

説明資料ナンバー１３に、介護給付費負担金（歳入歳出）所要額一覧表がありますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。

２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目の居宅介護サービス給付費１９節負担金補

助及び交付金１,１１０万円、居宅介護サービス給付費です。当初１０３名で計上してお

りますけれども、１１８名の見込みということで１５名の増となります。

それから３目の施設介護サービス給付費１９節負担金補助及び交付金６２０万円、施設

介護サービス給付費の補正でありまして、これは特別養護老人ホームの利用、当初３０名

でしたが、見込みが３３名ということで３名の増。それから老人保健施設２名の計上でし

たが、４名ということで２名の増、合わせて５名の増に伴う補正となります。

それから、２項の介護予防サービス等諸費、１目の介護予防サービス給付費１９節負担

金補助及び交付金１３万円、居宅介護サービス給付費ですが、当初１９名でしたが２６名

の見込みということで７名の増に伴うもの。それから２目の介護予防サービス計画給付費

１９節負担金補助及び交付金２万円、居宅介護サービス計画給付費ですが、当初１７名で

したが１８名、１名の増に伴うもの。それから、３目の介護予防福祉用具購入費１９節負

担金補助及び交付金１４万円ですが、まず福祉用具購入費、当初２名で見ておりましたけ

れども５人の見込みということで、３名の増となります。

それから、次のページ、３項その他の諸費１目の審査支払手数料、役務費で６,０００

円の追加となります。介護給付審査支払件数ですが、当初月平均２２０件で計上しており

ましたけれども、月平均３件増の２２３件の見込みということで、その追加分で６,００
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０円の補正。

それから、６項特定入所者介護サービス等費１目の特定入所者介護サービス費１９節負

担金補助及び交付金６４万円、これは特定入所者介護サービス費ですが、当初２７名を見

ておりましたけれども３２名で５人の増と、その補正となります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページをお開きください。

１、歳入。

２款国庫支出金１項国庫負担金、１目の介護給付費負担金、現年度分３３３万７,００

０円の補正、それから２項国庫補助金１目の調整交付金１５６万４,０００円の補正。

３款道支出金１項道負担金１目の介護給付費負担金、現年度分で２５８万６,０００円

の補正。

次のページになります。４款支払基金交付金１項の支払基金交付金１目の介護給付費交

付金、現年度分で５２８万６,０００円の補正。

６款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金、介護給付費繰入金で２２７万６,

０００円の補正。

６款繰入金２項基金繰入金１目の介護給付費準備基金繰入金３１８万７,０００円の取

り崩しとなります。この取り崩し後の基金残高につきましては、１,１１７万４,０００円

であります。

以上で、議案第９０号の説明を終わりまして、議案第９１号の説明に移ります。

議案第９１号平成２６年度陸別町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３節委託料、健康診断等で４万９,０００

円の補正ですが、これは健診、当初３５名を見ておりましたけれども４３名の見込みとい

うことで８名の増であります。

それから、２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金１目

後期高齢者医療広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金４３万５,０００円の減額で

すが、それぞれ負担金ですが、それぞれ２６年度の確定見込みに伴う事務費負担金３７万

２,０００円の減額、保険料等負担金６万３,０００円の減額となります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページに移ります。

１、歳入。

３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金１節の事務費繰入金３７万円の減額。

２目の保険基盤安定繰入金１節の保険基盤安定繰入金６万３,０００円の減額。
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５款諸収入３項雑入１目雑入１節雑入４万７,０００円。これは健診８名増に伴う、１

人当たり５００円ですので、８人掛ける５００円、４,０００円。それから、広域連合か

ら健診８名増に伴う助成金４万３,０００円、合わせて４万７,０００円の補正となりま

す。

以上で、議案第８６号から議案第９１号までの説明を終わらさせていただきます。

以後、御質問によってお答えをしたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３時２５分まで、休憩いたします。

休憩 午後 ３時１２分

再開 午後 ３時２５分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

これから、議案第８６号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第１１号）の質疑を行

います。

第１条、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を款を区切って行います。

事項別明細書は、１２ページからを参照してください。

２款総務費、１２ページから１５ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、３款民生費１６ページから１７ページまで。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、４款衛生費１８ページから９款消防費２１ペー

ジまで。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、２０ページの畜産業費の家畜防疫事業ということでお

尋ねをいたします。

これは今年度初めての事業かなと思われます。農協３分の１、生産者３分の１で町が３

分の１、４００万円ずつで基金を１,２００万円積むということですね。非常にいい事業

かなと思われます。

それで、現在、１月にたしか馬パラが発生して３月にＢＶＤが出て、６月にサルモネラ

が出て、９月にサルモネラが出て、いろいろと、あとヨーネ病も発生しております。それ

で、現在、大体損失額にしたらどのぐらいの額があるのか。

それと、この事業の執行についてなのですけれども、きょうの議会を通って１２月１６

日以降に発動になるのかなと思われると推測をするわけです。それで、あと１戸当たりの

３００万円の上限について、この根拠と、あとは生産者の３分の１とあるのですけれど

も、これはいろいろな説明会等はまだなされてはいないのですけれども、これの示される



― 34 ―

根拠というものと、それと１２月１５日現在までに、今までに陸別町にある自防組織、自

防のほうで主に大体の額をもう払われているのか、そこら辺をお尋ねをいたします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） ただいまの御質問にお答えいたします。

ことし１月から１０月までにいろいろな病気が発生しているところでありますけれど

も、個々の損失額というところはきちんと押さえてはいないのですけれども、それぞれの

対策にかかった経費ですとか、淘汰している分の概数については、おおよそ６２０万円以

上はかかっているというふうに考えております。損失額については、損失本体というより

は、その対策にかかる見込みの経費ということで押さえております。

それと、この事業の執行でありますけれども、町費として執行する分についてですが、

これについては議会で議決をいただいてから町費の部分は執行というふうな形でありま

す。あと、農協ですとか生産者で積み立てる分については、さかのぼって執行できるよう

な形で考えております。

それと、１戸当たり３００万円の根拠ということでありますけれども、この事業を検討

するに当たって、十勝管内でこういった制度があるところをいろいろ見ておりまして、そ

の中では大体限度額が２００万円とかというところが多い形になっておりますが、陸別の

場合はそういった他町の例を見て３００万円というふうに設定をしたところであります。

それと、生産者の負担分の根拠ということでありますが、この制度自体をそれぞれ３者

で３分の１ずつ負担して、何かあったときの対策にということで設定をしてございまし

て、戸数割りと頭数割りというふうにあるのですけれども、大体頭数によってですけれど

も、おおむね１戸当たり２万円から１０万円の間での御負担というふうに考えておりま

す。

それと、きのうまでの自防の組織で精算している分ということでありますが、この事業

を検討してきているのが９月末、１０月からずっと検討してきていたところでありますけ

れども、その間、自防のほうでの負担というのは今のところとまっている状態で、この制

度で今後進めていきたいというふうに考えているところであります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 今の回答ですと、たしか自防組織というのは町長がトップで、あ

と組合長ですとかＮＯＳＡＩ、また普及所ですとかそういう組織であると思うのですけれ

ども、今までの、知っている範囲なのですけれども、恐らくワクチン事業の積み立てに

よって今まで財源がなされていたはずだと私は認識しているのですけれども、その財源

が、もう構築がなくなってしまったのかなと思われるわけです。それで、この事業を始め

たわけなのですけれども、先ほどの課長の答弁を聞いていますと、今、損失額が６２０万

円以上かここら辺ぐらいだろうという押さえなのですけれども、とりあえず今年度につい

ては、農協３分の１、生産者３分の１で、この６２０万円以上をこれに充てなさいという



― 35 ―

回答みたいな感じだったのですけれども、町がそれでは４００万円を積む、１２月１６日

以降は、町の考えとしては１２月１６日のきょうの議会で決まって、あしたから発生した

ものにして対して町の４００万円を使えるとのお考えでよろしいのですか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 自防の組織の会計につきましては、先ほど議員もおっ

しゃったとおり、ワクチンの手数料などを過去から積み立てていた分で、主に防疫関係の

資材ですとかの対策に充てていたものであります。近年、病気の発生がふえてきたという

ところで、その被害を少しでも抑えようということで、内部でその時々検討して協議しま

して、その対策に当たってきたというところであります。その手数料だけの積み立てとい

うことで予算にも限りがあったということで、現在は余り余裕がない状況であります。そ

れで、こういった制度を前倒しして実施するという形になります。

先ほど、損失６００万円以上というふうな説明をさせていただきましたが、この制度で

いきますと、実際には１００％補償するということではなくて、８割なりの補償という形

になりますので、実際は４９０万円前後の状況ではないかなというふうに今のところ考え

ております。町の負担分につきましては、１２月１６日といいますか、議決以降、病気が

発生した場合の対策については執行していくというふうな形で考えております。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） これ補正を組んだのですよね。補正を組んだのですから当然今年

度使えるようにしてもらわないと、今年度というか、さかのぼって使えるようにするのが

補正だと私は思っているのですけれども。

それでは、仮に５００万円以上、上限３００万円で５００万円、６２０万円に対して５

００万円前後のお金が出るだろうということなのですけれども、それでは５００万円を

使ったときのもとの財源、目標金額１,２００万円に戻すのは、町はもう１６日以降に何

も出なければ４００万円のお金はそのまま残りますよね。今、１６日以降の話をしている

わけですから、町は。ということは、１２月１５日以前に、もう既にこれだけの病気が出

て６００万円以上の経費がかかっているわけですから、それに対してこの互助制度を使え

ば大体５００万円前後ということなのですけれども、それでは５００万円というのは、残

りの対策に要した経費は、翌年度各３分の１の負担をして目標金額を維持しなさいという

ことは、１,２００万円に戻すのはまた農協と生産者が使ったものに対して戻して１,２０

０万円とする考えなのですか。それでは、町の４００万円の意味はないのではないです

か。使えるのだったら、今から１２月１６日から執行すれば別にいいのではないですか。

そういう考えはないのですか。町は、４００万円は１２月１６日以降で一銭も使いませ

ん、残りのお金は農協と生産者でやりなさいと、それでは何かちょっと矛盾しているよう

な感じなのですけれども。せっかく補正を組んでくれたのですから、町民の皆さんも期待

していると思うのですけれども、そういう考えではないのですか。それで５００万円の財

源は農協と生産者で積んで、また１,２００万円の原資に戻すという考えなのですか。
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○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 今後発生する分については、町の分も入って補償してい

くというような内容でありまして、きょう以前のものにつきましては生産者と農協で積み

立てた分で対策を打って、年度末精算する場合も議決以前と以後で分けて精算するという

ふうには考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

１番本田議員。

○１番（本田 学君） ２１ページの７款商工費のしばれフェスティバル開催事業の４０

万円です。婚活生活５ＤＡＹＳｉｎしばれフェスティバルということで、すばらしい企画

だなと思いますが、今までもさまざまな婚活列車だとか、いろいろなことをやってきての

苦労の中に、なかなか女の人を集めるのが大変かなと思うのですけれども、これの宣伝で

すね、１９日からやっていくと思うのですけれども、陸別の女の方も対象になっていると

思うのですけれども、どのように募集をかけるか伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） しばれフェスティバル実行委員会の婚活の関係につきま

しては、女性を集める手段というところで、今のところホームページでの発信などで対応

するというふうに聞いております。あと、具体的に直接いろいろな場所を当たるとかとい

うところは、まだちょっと確認まではしていないのですけれども、主に町外からの女性と

いうことで予定をしているというふうに聞いております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） ホームページ等々はわかりますが、町外であれば団体とか、いろ

いろなところにぜひ声をかけて、アナログの部分も使ってやらないと多分、やっています

だけではなかなか来ていただけないと、ましてこの５日間の中に作業をしたりとか、雰囲

気的には夜とかそういうのは大丈夫なのかなと思いながらなのですけれども、まずその集

まってもらうという作業にやっぱり時間は短いかもしれませんけれども、いろいろな手段

を使ってやっていただきたいなと思いますが、いかがですか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） そうですね。いろいろな手段を使って、少しでも多く

の、定員に達するぐらいの女性を集められるように実行委員会のほうにも助言をしていき

たいというふうに考えております。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） １９ページの労働諸費の実施設計、中身ですね、どういう設計を

もって発注したかをお聞きしたい。

もう１点、商工費。今、同僚議員が言いましたしばれフェスティバルの開催事業で４０
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万円の補正。これは婚活生活ですか、そういうのがあるかなと思うのですけれども、当町

においてこの現状を見ると、人口の減少という中で農業界でも他の予算を使いまして、今

月２０日、札幌と当町の若者が１０名程度参加して、そういう婚活パーティーなるものと

いうような催しもあると聞いております。ぜひとも、ただ単に補助金、イベントがあるご

とに補助金を出すという政策ではなくて、受け皿として町とか商工会、農業関係を巻き込

んで、今後中心的に進めるような組織とか枠組みとかというのを検討していただきたいな

と。また、検討しているというのがあれば、そのあたりのことを含めてお聞きしたいなと

思います。

もう一つ、２０ページの先ほどの家畜防疫事業の４００万円なのですけれども、これも

今年度、課長の話では期日以降、議決以降という中でのみというようなお話でしたけれど

も、いろいろと試算の中では家畜頭数とかいろいろ戸数割りとか試算をして額等を算出し

たと思われるのですけれども、次年度以降、３割増し程度、年間総額で１,５００万円程

度というような枠組みも考えてはいかがかなというように推測されるわけですけれども、

その点につきましても御回答をお願いします。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 私のほうから、１９ページの委託料の実施設計について述べ

させていただきたいと思います。

実施設計の内訳としては１棟８戸ということで、研修室、食堂等もついて、本体に係る

実施設計費といたしまして５４３万円、この建物に伴う地質調査で７６万円、全体的な外

構工事ということで、これに伴う設計費が３０万円ということで、合わせて６４９万円

と。それに消費税分が５１万９,２００円と、それにこの建物にかかる確認申請の手数料

が６万１,０００円ということで、設計費合計で７０７万２００円ということでございま

す。

私のほうからは、以上です。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） しばれフェスティバルの４０万円の関係であります。

今週末、農業青年もこういった事業を行うというふうになっております。今後、今まで

はそれぞれの業界といいますか、農業青年を中心とした活動が主であったわけですけれど

も、今後は、今、町内の関係者にアンケートなどもとりながら、来年度以降どのような形

で町内全体で進めていったらいいかというところを調査をするところでございます。ま

た、農協、商工会、森林組合のそれぞれの代表者とも話をしておりまして、こういった全

体で進めていったほうがいいというような話もございますので、そういった受け皿を今後

組織化して、そこでいろいろな活動をというふうに進めていくことになろうかというふう

に考えております。

それと、防疫の関係でありますけれども、次年度以降、例えば１,５００万円というよ

うな積み増しというお話しですけれども、今のところ毎年度１,２００万円ということで
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当面は進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君） ４００万円の補正予算について、私のほうから補足させていただ

きます。

家畜伝染病自衛防疫組合長は私がやっております。町長の立場を外れまして組合長を、

その組合長になったいきさつにつきましては、口蹄疫が本別で出たり、あるいは宮崎で出

たり、そんなような状況下にあったとき、大変なことだということで、口蹄疫の場合は法

定伝染病でありますから国からさまざまな補助がありますが、法定以外の伝染病について

はなかなか補助が出にくい。それで家畜伝染病の自衛防疫組合をつくって、各町にもある

というふうに思いますが、町長がやっているところがすごく少ないと思いますが、危機感

を持って、当時、口蹄疫が出てきたときに私がしていたのですが、私が町長として補助金

を出す先に組合長が町長の名前ではまずいということで、ＪＡの組合長が受けているとい

うようなことで非常に不便な感じ、補助対象の先でもありますから、そういう面で不便な

ことでありますが、もともとは法定伝染病以外の伝染病について何とかしようではないか

という、しなければならないというようなことです。

これは、個々の農家の皆さんの衛生管理をどんどん強めてもらわなければ、伝染病が発

生しやすい、また全国的にも世界的にも伝染病が発生しやすい状況にありますから、そう

いう面では、陸別町としては酪農の町として何とかこれらについて互助制度をつくったら

どうか。というのは、ＮＯＳＡＩ、共済制度についても本当は枠を拡大して、保険的な部

分がないのか、ほかの業界ではあるかもしれないということを組合長として私がいろいろ

話しておりますが、本来であれば業界の中で保険制度をつくって、あるいはＮＯＳＡＩ制

度がありますから、共済制度もありますから、そこでやるべきところなのですが、なかな

かその道がうまくいかないと、なかなかそういう方法もしづらいということであれば互助

制度をやろうではないかということで３分の１ずつ、ＪＡも町も、そのかわり生産者も衛

生管理をするために、どうしてもそういう意識を生ませるためにも、衛生管理のことをき

ちっとやれるような体制を組むためにも負担していただいてやろうと、こういうようなこ

とで他町村もいろいろ調べております。

私としては、自衛防疫組合の組合長として、そういう発想で皆さんに諮って、農協さ

ん、農家についてはＪＡのほうでまとめてもらいたいというようなことで、馬パラチフス

が出たときに大変だというようなことも含めて緊急役員会を開いて、４００万円ずつ出し

て１,２００万円の枠をつくろうと、こういうことでスタートしたわけでありますから、

この中にあるのは、やっぱり農家個々の皆さんが衛生管理を十分するということが第一義

的で、あと出たらやっぱりお互いで助け合おうというようなことを町も絡んでいきたい

と、こんなふうな考えでおりますので御理解いただきたいというふうに思います。
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○議長（宮川 寛君） ほかに。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 労働諸費の委託料、実施設計、さきの議員からもいろいろと質問

されたのですけれども、その内容についてもうちょっと詳しく教えていただきたいと思い

ます。というのは、産業者の単身者住宅、賄いつきだというお話です。１棟８戸というこ

となのですけれども、これらについて、例えば単費でやられるのか、どういうような補助

金を対策してやろうとしているのかお伺いします。

それともう一つは、賄いつきをやるということになれば、その賄いについても町が全責

任を持ってやるのか、それとも委託でやるのか、その辺について何らかの形ができている

のであればお話を願いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 本体の建物ですね、それについては国、今回の地方創生絡み

で一応町もこういうことを考えているから、そういう補助メニューをくれという要望は一

応出しています。財源対策で、国に対して要望をしています。地方創生の中で、町村の課

題としてこういうことがあるで、ぜひ補助メニューをつけてほしいと、そういう今要望を

している。十勝町村会経由で、道町村会にも上がるようになっています。そういう要望を

しているということです。

それから、賄いつきなので基本的には民間というふうに現時点では考えておりますけれ

ども、これは相手もあることなので、早急にそこら辺の民間に進めたいという思いがあり

ますので、そこら辺で町ではなくて民間サイドでやっていけるようにこれから相談をして

いきたいなと、そのように思っています。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１０款教育費２２ページから２４ページまで。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳出全般について行います。ただし、款ごとの質疑が終わ

りましたので、他の款との関連あるもののみとします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳出についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。

歳入の事項別明細書は、６ページから１１ページまでを参照してください。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳入の質疑を終わります。

次に、第２条繰越明許費の補正及び第３条地方債の補正について質疑を行います。
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５ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、歳入歳出全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８６号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第１１号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８６号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８７号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから７ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８７号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８７号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８８号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第４号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正の全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８８号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第４号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８８号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８９号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８９号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８９号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第９０号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから７ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。
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これから、議案第９０号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９０号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第９１号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第９１号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９１号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎散会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これにて散会したいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

────────────────────────────────────

◎散会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 本日は、これにて散会します。

散会 午後 ４時０３分


